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県
出
資
団
体
等
調
査
特
別
委
員
会�

改
革
工
程
表
に
基
づ
く
改
革
の�

断
行
・
役
員
等
の
責
任
体
制
の�

明
確
化
な
ど
を
提
言�

出
資
法
及
び
貸
金
業
規
制
法
の
改
正
を
求

め
る
意
見
書�

　
平
成
十
七
年
の
個
人
破
産
申
立
件
数
は

全
国
で
十
八
万
人
を
超
え
て
お
り
、
潜
在

的
な
破
産
予
備
軍
と
さ
れ
る
多
重
債
務
者

も
百
五
十
万
人
以
上
と
言
わ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
同
年
中
の
経
済
苦
や
生
活
苦
に

よ
る
自
殺
者
は
約
八
千
人
に
達
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
破
産
や
自
殺
の
要
因
の
一
つ

と
考
え
ら
れ
る
多
重
債
務
問
題
の
解
決
に

は
、
社
会
全
体
と
し
て
の
取
り
組
み
が
必

要
で
あ
る
。 

　
よ
っ
て
、
国
に
お
い
て
は
、
国
民
が
平

穏
な
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
次

の
事
項
を
早
急
に
実
現
す
る
こ
と
を
強
く

要
望
す
る
。 

１
　
刑
罰
金
利
で
あ
る
出
資
法
第
五
条
の

上
限
金
利
年
29
・
２
％
を
、
少
な
く
と

も
利
息
制
限
法
第
一
条
の
制
限
金
利
年

15
な
い
し
20
％
ま
で
引
き
下
げ
る
こ
と 

２
　
貸
金
業
規
制
法
第
四
十
三
条
の
み
な

し
弁
済
規
定
を
廃
止
す
る
こ
と 

３
　
出
資
法
に
お
け
る
日
賦
貸
金
業
者
及

び
電
話
担
保
金
融
に
対
す
る
特
例
金
利

を
廃
止
す
る
こ
と 

４
　
脱
法
的
な
保
証
料
徴
求
を
禁
止
す
る

こ
と 

高
等
学
校
に
お
け
る
日
本
史
の
必
修
化
を

求
め
る
意
見
書�

　
現
在
の
日
本
は
、
戦
後
の
高
度
経
済
成

長
を
経
て
、
経
済
的
、
文
化
的
に
豊
か
な

社
会
を
迎
え
て
い
る
が
、
日
本
が
米
国
と

戦
争
を
し
た
こ
と
さ
え
知
ら
な
い
若
者
が

み
ら
れ
る
な
ど
、
自
国
の
歴
史
認
識
が
不

足
し
て
い
る
状
況
に
あ
り
、
今
後
、
我
が

国
が
さ
ら
な
る
発
展
を
遂
げ
、
国
際
社
会

に
貢
献
し
て
い
く
た
め
に
は
、
こ
う
し
た

状
況
を
今
改
め
て
見
つ
め
直
す
必
要
が
あ

る
。 

　
次
代
を
担
う
高
校
生
が
、
日
本
が
歩
ん

で
き
た
歴
史
を
学
び
、
世
界
の
中
で
日
本

が
ど
う
い
う
立
場
に
あ
り
、
今
後
、
ど
の

よ
う
に
針
路
を
と
る
べ
き
か
考
え
る
こ
と

は
、
大
変
意
義
の
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
何

よ
り
日
本
人
が
日
本
史
を
学
ぶ
こ
と
は
当

然
の
義
務
と
考
え
る
。 

　
よ
っ
て
、
国
に
お
い
て
は
、
高
等
学
校

の
日
本
史
を
必
履
修
科
目
と
し
、
す
べ
て

の
高
校
生
が
必
ず
日
本
史
を
学
ぶ
よ
う
に

学
習
指
導
要
領
を
改
正
さ
れ
る
よ
う
強
く

要
望
す
る
。 

不
法
投
棄
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
意

見
書�

　
本
県
は
、
首
都
圏
に
近
接
し
て
い
る
こ

と
か
ら
産
業
廃
棄
物
の
不
法
投
棄
が
極
め

て
多
く
、
豊
か
な
自
然
が
傷
つ
き
周
辺
住

民
の
生
活
が
脅
か
さ
れ
て
い
る
。 

　
国
及
び
政
府
に
お
い
て
は
、
次
の
事
項

に
つ
い
て
速
や
か
な
対
応
を
図
ら
れ
る
よ

う
強
く
要
望
す
る
。 

１
　
監
視
強
化
だ
け
で
は
な
か
な
か
減
ら

な
い
不
法
投
棄
の
防
止
の
た
め
、
排
出

事
業
者
の
負
う
最
終
処
分
に
至
る
ま
で

の
注
意
義
務
の
円
滑
な
履
行
を
図
る
た

め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。 

２
　
投
棄
者
や
排
出
事
業
者
の
不
明
な
ど

に
よ
り
、
生
活
環
境
保
全
の
観
点
か
ら

や
む
を
得
ず
、
県
が
自
ら
支
障
除
去
等

の
措
置
を
行
う
場
合
に
要
す
る
費
用
に

つ
い
て
は
、
国
に
お
い
て
よ
り
一
層
の

財
源
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。 

３
　
不
法
投
棄
等
の
原
因
者
の
責
任
追
及

に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
資
産
の
保
全
が

肝
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
よ
り
早
期
の

資
産
保
全
を
可
能
と
す
る
法
的
枠
組
み

を
構
築
す
る
こ
と
。 

　
県
出
資
団
体
等
調
査
特
別
委
員

会
は
、
昨
年
第
二
回
定
例
会
で
設

置
さ
れ
、
県
出
資
団
体
等
や
特
別

会
計
・
企
業
会
計
に
係
る
諸
問
題

を
踏
ま
え
た
今
後
の
あ
り
方
に
つ

い
て
、
一
年
以
上
に
わ
た
り
精
力

的
に
調
査
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

九
月
二
十
五
日
の
第
十
七
回
委
員

会
で
、
調
査
結
果
報
告
書
を
取
り

ま
と
め
、
定
例
会
最
終
日
に
海
野

委
員
長
か
ら
調
査
結
果
の
報
告
が

行
わ
れ
ま
し
た
。 

【
調
査
結
果
報
告
の
概
要
】�

◆
今
後
の
対
応
◆ 

一
　
必
要
な
改
革
を
具
体
的
に
提

言
し
た
精
査
団
体
・
会
計

（
ú
グ
リ
ー
ン
ふ
る
さ
と
振
興

機
構
・
ú
茨
城
県
開
発
公
社
・

鹿
島
都
市
開
発
㈱
・
㈱
ひ
た
ち

な
か
都
市
開
発
・
茨
城
県
土
地

開
発
公
社
・
茨
城
県
住
宅
供
給

公
社
・
茨
城
県
病
院
事
業
会
計
）

は
、
項
目
や
期
限
等
を
具
体
的

に
設
定
し
た
改
革
工
程
表
に
基

づ
き
改
革
を
断
行
す
べ
き
で
あ

る
。 

　
　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
の
広
報
媒

体
、
常
任
委
員
会
等
の
場
で
、

計
画
及
び
実
施
状
況
を
公
表

し
、
県
民
の
理
解
を
得
ら
れ
る

よ
う
、
説
明
責
任
を
確
実
に
果

た
す
べ
き
で
あ
る
。 

　
　
精
査
団
体
以
外
の
出
資
団
体

等
・
会
計
も
、
改
革
の
必
要
度

別
に
分
類
し
た
う
え
で
、
課
題

に
応
じ
た
改
革
工
程
表
を
作
成

し
、
平
成
十
九
年
第
二
回
定
例

会
を
目
途
に
議
会
あ
て
提
出
す

る
と
と
も
に
、
改
革
に
着
手
す

べ
き
で
あ
る
。 

二
　
改
革
工
程
表
に
お
い
て
、
改

革
遂
行
に
責
任
を
有
す
る
者

（
職
）
を
明
示
す
る
な
ど
、
役

員
等
の
責
任
体
制
を
明
確
に
す

べ
き
で
あ
る
。 

三
　
出
資
団
体
指
導
室
に
よ
る
指

導
の
強
化
、
所
管
部
局
と
の
相

互
の
連
携
な
ど
に
よ
り
、
支
援
・

管
理
体
制
の
さ
ら
な
る
充
実
を

図
る
べ
き
で
あ
る
。 

四
　
出
資
団
体
等
に
お
い
て
は
、

事
業
実
施
及
び
目
的
遂
行
の
た

め
に
真
に
必
要
な
人
材
と
し
て

民
間
か
ら
の
人
材
の
活
用
も
さ

ら
に
図
る
べ
き
で
あ
る
。 

五
　
今
後
も
、
調
査
特
別
委
員
会

な
ど
の
場
に
お
い
て
、
改
革
の

達
成
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
と

す
る
。 
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九
月
二
十
七
日
に
、
財
団
法

人
国
土
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
理

事
長
の
大
石
久
和
氏
を
招
き
、

「
国
土
学
と
は
何
か
―
茨
城
の

地
域
政
策
の
視
点
」
と
題
し

て
、
県
議
会
主
催
の
講
演
会
が

県
議
会
議
事
堂
大
会
議
室
で
開

催
さ
れ
ま
し
た
。 

　
大
石
理
事
長
か
ら
は
、
イ
ン

フ
ラ
の
整
備
は
、
国
土
へ
の
働

き
か
け
で
あ
り
、
そ
の
整
備
に

は
こ
れ
ま
で
の
先
人
た
ち
の
働

き
か
け
や
諸
外
国
と
我
が
国
の

国
土
条
件
の
違
い
な
ど
を
踏
ま

え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
の

講
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

　
ま
た
、
こ
れ
か
ら
は
特
色
あ

る
異
質
を
容
認
・
認
識
す
る
連

携
社
会
と
、
年
齢
・
性
別
・
障

害
の
有
無
・
地
域
を
越
え
て
意

欲
の
あ
る
人
が
参
加
す
る
社
会

が
形
成
さ
れ
る
こ
と
、そ
し
て
、こ

れ
ら
の
連
携
・
参
加
を
支
え
る

た
め
に
は
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
が

重
要
で
あ
り
、
特
に
、
本
県
に

お
い
て
は
、
北
関
東
三
県
の
連

携
を
図
る
た
め
の
北
関
東
自
動

車
道
の
整
備
や
南
東
北
と
の
連

携
軸
と
東
京
圏
を
経
由
し
な
い

首
都
圏
大
環
状
連
絡
軸
の
形
成

が
必
要
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
貴

重
な
講
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

　
七
月
二
十
七
日
、
全
国
都
道

府
県
議
会
議
長
会
定
例
総
会
に

お
い
て
、
山
口
武
平
議
長
が
満

場
一
致
で
第
六
十
代
会
長
に
選

出
さ
れ
ま
し
た
。
茨
城
県
か
ら

は
初
の
会
長
就
任
と
な
り
ま

す
。 

　
全
国
都
道
府
県
議
会
議
長
会

は
、
四
十
七
都
道
府
県
の
議
会

で
構
成
さ
れ
、
地
方
六
団
体
の

一
つ
と
し
て
地
方
分
権
の
推
進

や
議
会
改
革
な
ど
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。 

　
議
長
会
で
は
、
現
在
、
第
二

期
の
地
方
分
権
改
革
の
基
本
方

針
と
な
る
地
方
分
権
改
革
推
進

法
の
制
定
や
議
員
の
身
分
の
明

確
化
な
ど
に
つ
い
て
、
山
口
議

長
の
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

の
も
と
、
国
や
関
係
政
党
・
機

関
な
ど
と
活
発
な
意
見
交
換
や

交
渉
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

　
九
月
五
日
の
本
会
議
に
お
い

て
、
土
木
委
員
会
副
委
員
長

に
、
戸
井
田
和
之
委
員
を
指
名

し
ま
し
た
。�

　
●
請
願
・
陳
情
の
仕
方
●�

 

　
請
願
・
陳
情
は
、
県
民
の
皆

様
の
要
望
や
意
見
を
県
政
に
反

映
さ
せ
る
大
切
な
制
度
で
す
。 

　
請
願
は
、
必
ず
一
名
以
上
の

県
議
会
議
員
の
紹
介
を
必
要
と

し
ま
す
（
陳
情
の
場
合
は
必
要

あ
り
ま
せ
ん
）。 

　
請
願
・
陳
情
を
行
う
場
合
は
、

次
の
様
式
に
基
づ
き
請
願
書
ま

た
は
陳
情
書
を
作
成
し
、
県
議

会
へ
一
部
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

　
受
理
し
た
請
願
書
は
、
所
管

の
委
員
会
及
び
本
会
議
で
審
議

さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
採
択
さ

れ
れ
ば
知
事
等
に
請
願
を
送
付

し
、
措
置
状
況
の
結
果
を
求
め

る
な
ど
の
処
理
を
行
い
ま
す
。 

　
ま
た
、
陳
情
書
は
、
所
管
の

委
員
会
に
参
考
送
付
さ
れ
議
案

等
の
審
査
の
際
の
参
考
に
供
さ

れ
ま
す
。 議

会
人
事

議
会
人
事�

議
会
人
事�

議
会
人
事�

（
要
旨
）�

意
見
意
見
書�

意
見
書�

山
口
議
長
が�

全
国
議
長
会
会
長
に
就
任�

連
携
・
参
加
を
支
え
る�

イ
ン
フ
ラ
整
備
が
重
要�

�

ú
国
土
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー�

理
事
長
大
石
氏
が
講
演�

あ
な
た
の
声
を
県
議
会
に�！�

　次回の、平成18年第４回定例

県議会は、11月２日から11月14

日までの13日間の会期日程で開

催される予定です。�


